
  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事・労務に役立つ NEWS LETTER 

きりん通信№104 

令和６年分所得税の定額減税 フローチャートで確認 

2024 年（令和 6 年）6 月号 

労働保険年度更新の季節となりました。皆様、給与情報のご提供にご協力ありがとうございます。 
さて、令和６年５月１７日の官報に雇用保険法の改正が公表されました。 

会社などにお勤めの方についての所得税の定額減税は、「令和６年分給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書」（以下、ここでは「扶養控除等申告書」といいます）を提出している勤務先において行う必要があ
ります。国税庁が給与所得者の方向けに作成したリーフレットに、定額減税の対象となるかどうかなどを確認で
きるフローチャートが掲載されています。 

雇用保険法 改正決定！！ 

★給与計算実務において、定額減税の対象となる給与所得者（社員）に対し、まずは、令和６年６月１日以後最初
に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する事務を行う必要があります。定額減税について不
明な点がある場合は、気軽にお声掛けください。 

１．【失業保険給付制限短縮】 ２カ月間       １カ月 
   ２０２５年（令和７年）４月１日施行 
 

２．【適用拡大】       週２０時間労働    週１０時間 
  ２０２８年（令和１０年）１０月１日施行 
 

･･････････････令和６年分所得税の定額減税のための申告フロー（国税庁のリーフレットより一部抜粋）････････ 

2024 

相 談 し や す い 、 分 か り や す い 

信 頼 と 安 心 を お 届 け し ま す 
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小さくても一流企業であるために 
LETTER 

1. 自己都合で退職した場合、一定期間経過しないと失業保険を受給できません（給付制限）。この期間が
２か月間から 1 か月間に短縮されます。 

2. 短時間労働者の雇用保険加入要件は、所定労働時間が週２０時間以上ですが、令和１０年１０月から、
週１０時間以上で対象となります。 



◆武田信玄の名言◆ 一生懸命だと知恵が出る 中途半端だと愚痴が出る いい加減だと言い訳が出る 
「言い訳をするな」これは私が父から学んだ一番印象に残る教えです。父の会社で経営を学んだ７年間、
たいそう失敗も重ねました。「お前さんが悪い訳じゃないことは分かっている」でも、「言い訳をしちゃダ
メだ」と、怒るわけでなく静かに言われた言葉です。いい加減でなくても人はみな、言い訳をしたいもの
だと思います。でも、言い訳をしない人って、かっこいいですよね。 

今月は、戦国時代最強の武将と言われた一人 武田信玄の名言をご紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年５月１２日に公布されたこの法律が、今年の１１月１日に施行となりました。 
  正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。 
事業主が人を雇用する場合、労働基準法を遵守する必要がありますが、「雇用契約」ではなく「業務委託契

約」という形式であれば、労働基準法の適用を受けません。 
この新しい法律は、労働基準法の適用を受けない、業務委託契約を規制する法律です。 

「請負扱い」とう言葉を耳にすることがありますが、今後注意が必要になります。 

新しい法律が１１月にスタート 「フリーランス・事業者間取引適正化等法」 

この法律の対象となるのは、以下の方々です。 
 
【特定受託事業者】 

業務委託契約の相手方であり、従業員を使用しないもの 
 
【特定受託業務従事者】 

特定受託事業者である個人・法人代表者個人 
 
【特定業務委託事業者】 

特定受託事業者に業務委託する事業者であり、かつ以下のいずれか 
（１）従業員を使用する個人 
（２）従業員を使用する法人（役員が複数いるものを含む） 

         
平たく言うと・・・ 
請負や業務委託の形式をとっていても、 
労働基準法における労働者保護の内容 
の一部が適用されるようになります。 
詳細は、施行日が近づきましたら詳しく 
お知らせいたします。 

            令和６年１１月１日施行 

受動喫煙防止対策助成金 令和６年度の申請受付を開始！！ 
健康増進法の改正により、２０２０年４月から原則屋内禁煙が義務化されています。愛煙家には非

常に厳しい時代ですね。男性の喫煙率は２０年前の約５０％から、その半分の２５％まで減少しています。 
 とは言え、飲食店ではタバコが吸える店を探す方もまだ多くいらっしゃいます。 
「既存特定飲食提供施設」を営む事業主が、喫煙(分煙)設備を投資する際に助成金が申請出来ます。 

助成金上限・・・１００万円（工事費、機械装置費等の２／３または１／２） 

参考【日本の喫煙率】男性：25.4％ 女性：7.7％【４０歳代の喫煙率】男性：34.6％女性：11.6％ 
 

運行管理者資格合格のご報告 

 きりん事務所のご報告です。今年は新たに１名、上原冬樹が運行管理者資格試験に合
格することが出来ました。様々な業種の中小企業の皆様に、より適切な労務管理のご提
案が出来るよう、スタッフ一同、日々精進しております。今年は訓練休暇制度の導入が私
の目標の一つです。訓練休暇制度も助成金の対象。厚労省の助成金要件をすべてクリア
していけば、本当に働きやすい企業に育っていくと実感します。なかなかいい指標です。 
 


